
設置根拠条例等 三重県視覚障害者支援センター条例

施設の概要

延床面積

施
設
の
概
要

名称 三重県視覚障害者支援センター

所在地 津市桜橋２丁目１３１ （三重県社会福祉会館内）

建物規模（規模・構造等）

三重県社会福祉会館  （鉄筋コンクリート造り ５階建て ５，３４３．８０㎡）
・三重県視覚障害者支援センター 《上記会館内、１階一部分》 ７０５．７㎡
（事務室２、書庫１、研修室１、製版印刷校正室１、録音・スタジオ・編集室１、倉庫１、会議
室２、生活訓練室１、指導員室１、教室１、トイレ２）

設置目的

視覚に障がいのある方々に点字刊行物や録音図書の閲覧、貸出等を行い情報を提供
するとともに、視覚障がい者の日常生活及び社会生活に関する相談に応じ、必要な情報
の提供及び支援を行うことで、視覚障がい者の自立と社会参加を促すことを目的に設置し
た。

－ ㎡

開設年月 平成１８年４月開設

７０５．７ ㎡ 敷地面積


